
No 自治体名 指摘箇所 自治体の意見

1 1.全体的事項

　本事業が成田国際空港の既存滑走路の延長・滑走路の増設であ
ることから、航空機の発着回数の増大による航空機騒音の増加へ
の配慮、また、動植物や生態系への影響に対する環境保全の配慮
などが求められる。
　したがって、本事業の実施にあたっては、本意見に十分配慮すると
ともに、準備書に記載した環境保全措置の確実な実施により、環境
への影響の低減に努めること。

答
申

・本事業は、滑走路新設等の整備に当たり大規模な埋立工事を行うこと、また、年
間発着回数５０万回を有する空港になることなどから、環境へ与える影響は重大で
ある。ついては、環境への影響を低減するために、環境保全措置を確実に履行す
るとともに、事後調査により、環境の状況を適切に把握すること。

2
2.個別的事項
(1)騒音

　成田空港の機能強化により、夜間飛行制限が緩和され、Ｂ滑走路
が延長されると、航空機の発着回数が大幅に増加することが見込ま
れ、航空機騒音による影響の範囲が広がることから、住民の生活環
境を保全するために、新たに騒音区域となる家屋の防音工事が必
要となる。また、既存の騒音区域でも航空機による騒音影響が増加
することから、さらに遮音効果のある防音工事が必要となる。

3
2.個別的事項
(2)飛行コース

　成田空港の飛行コースについては、航空機騒音による影響をでき
るかぎり小さくするために、利根川から九十九里浜までの間は、直進
上昇・直進降下するように飛行コースが設定されている。機能強化
後についても、航空機騒音による影響をできる限り小さくするための
飛行コースの設定が必要となる。

4
2.個別的事項
(3)動植物、
生態系

　現地調査では300種近い動植物の絶滅危惧種が確認され、また、
里地・里山の生態系が形成されているが、本事業により影響が生じ
ることが予測されることから、専門家の指導を踏まえ、動植物や生態
系への影響が可能な限り低減されるよう配慮すること。

答
申

・動植物について、本事業は対象事業実施区域内の谷津を大規模に埋立てするこ
となどで、多くの貴重な動植物が影響を受けることから、専門家の助言を受け、環
境保全措置を確実に履行すること。

5
2.個別的事項
(4)Ｂ滑走路北
伸

　成田市の最終処分場である成田クリーンパークについては、平成
19年3月末に埋め立てを終了したが、最終処分場廃止基準を満たし
ておらず、一般廃棄物処理施設である最終処分場としては廃止され
ていない為、水処理を継続させなければならない状況にあることか
ら、その取扱いについては関係機関と十分協議願いたい。

－

・成田クリーンパークについては、別途、市と事業者で検討されるべきものであり、
答申には含めない。

6 1.騒音

　空港の運行時間拡大により、早朝及び夜間の航空機騒音の影響
が増加することから事業の実施にあたり、その影響についてできる
限り低減を図ることとされたい。

答
申

・航空機騒音について、空港周辺地域では現状でも環境基準を達成していない地
点があり、また、滑走路の延長・新設及び航空機の発着回数の増加に伴い、環境
基準を超える騒音の影響を受ける範囲が拡大することから、環境基準の達成に向
けて、低騒音型航空機の導入促進等、騒音の低減対策を常に最大限行うこと。

7 1.騒音
　実施する環境保全措置の実施状況及びその効果について、継続
的に公表されたい。

答
申

・事後調査や環境監視調査の結果等については、広く一般へ周知するとともに、事
業者が推進している周辺への環境対策にも活用すること。

「成田空港の更なる機能強化」に係る環境影響評価準備書への関係市町長からの意見と事務局対応案

・航空機騒音について、空港周辺地域では現状でも環境基準を達成していない地
点があり、また、滑走路の延長・新設及び航空機の発着回数の増加に伴い、環境
基準を超える騒音の影響を受ける範囲が拡大することから、環境基準の達成に向
けて、低騒音型航空機の導入促進等、騒音の低減対策を常に最大限行うこと。

成田市

事務局対応案

答
申

山武市

参考資料
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8 1.騒音
　また運行時間拡大及び運行航空機の便数増加による健康影響に
ついても調査の実施及び影響評価を行うこととされたい。 －

・健康影響については、環境影響評価の対象外であることから、答申に含めない。

9 2.大気質

　航空機の運行による降下ばいじんや浮遊粒子状物質による人体
及び農業用ビニール等への影響について危惧する意見が住民から
出ています。航空機の便数拡大により航路下への影響が低減する
よう環境に配慮した航空機の運航促進と、慎重な調査を行うこととさ
れたい。

－

・ビニールハウスの汚れと航空機による排気ガスとの関係については、その因果関
係が不明であることから、答申に含めない。

10
1.全体的事項
(1)

　事業の実施にあたっては、本事業が既設空港の滑走路新設及び
増設事業を含む更なる機能強化事業であることを踏まえ、現在の環
境がどのように変化するのか等、事業に係る環境情報を積極的に公
表するとともに、住民の疑問や意見に対して誠実に対応するための
体制を整備すること。

答
申

・事後調査や環境監視調査の結果等については、広く一般へ周知するとともに、事
業者が推進している周辺への環境対策にも活用すること。

11
1.全体的事項
(2)

　事業の造成工事については、施工区域内の掘削土量と盛土量を
同程度と見込んでいることから、施工区域外からの土砂等の搬入及
び施工区域外への搬出は行わないものと想定しているが、計画量に
変更が生じた場合は、想定される土砂等の搬出入時期及び搬出入
経路を明らかにするとともに、速やかに土砂等の運搬に伴う生活環
境への影響の低減を図ること。

答
申

・本事業は、掘削土量と盛土量が同程度となる計画であり、土砂については、施工
区域外からの搬入等は行わないこととしているが、計画に変更が生じた場合は、想
定される土砂の搬出入時期及び経路を明らかにした上で、施工時の環境への影響
を適切に評価し、必要に応じて環境保全措置を実施すること。

12
1.全体的事項
(3)

　工事期間中における法令等の遵守はもとより、環境影響評価準備
書に記載された環境保全措置や事後調査を確実に実施し、事業の
実施に伴う環境への影響を可能な限り低減すること。また、環境保
全措置については、最新技術の動向、環境保全効果及び安全性
等、幅広い角度から更なる検討を行うこと。

13
2.個別事項
(1)大気質・
騒音・振動

　工事中における建設機械の稼働及び資材等の運搬、また供用開
始後における航空機の運航、飛行場施設の供用及び車両のアクセ
ス道路走行により発生する二酸化窒素、浮遊粒子状物質、騒音及
び振動について、準備書に記載する環境保全措置を確実に実施す
ることにより、事業による影響を最小限にとどめること。

14
2.個別事項
(2)水質

　工事中の降雨時における周辺河川への濁りの影響を低減するた
め、仮設沈砂池の設置や排水路の保護による土砂流入防止対策な
ど、環境保全措置を確実に実施すること。

山武市

多古町
・本事業は、滑走路新設等の整備に当たり大規模な埋立工事を行うこと、また、年
間発着回数５０万回を有する空港になることなどから、環境へ与える影響は重大で
ある。ついては、環境への影響を低減するために、環境保全措置を確実に履行す
るとともに、事後調査により、環境の状況を適切に把握すること。

答
申
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15
2.個別事項
(3)水文環境

　工事中又は供用時においても、地下水位、河川流量及び湧水量へ
の影響はほとんどないと予測しているが、環境保全措置を積極的か
つ確実に実施するとともに、工事前、工事中及び工事後の地下水位
等の状況の把握に努めること。なお、実施される環境保全措置につ
いては、その施工箇所・範囲等について未確定な対策があり、相対
的な効果に不確実性が残ると判断していることからも、確実な事後
調査の実施と、更なる環境保全措置の検討も含め、対策を進めるこ
と。

答
申

・本事業は、滑走路新設等の整備に当たり大規模な埋立工事を行うこと、また、年
間発着回数５０万回を有する空港になることなどから、環境へ与える影響は重大で
ある。ついては、環境への影響を低減するために、環境保全措置を確実に履行す
るとともに、事後調査により、環境の状況を適切に把握すること。

16
2.個別事項
(4)動植物

　事業実施区域及びその周辺に広がる谷津環境で確認された動植
物には、絶滅危惧種等に指定されている重要な種も多く含まれてい
ることから、事業による動植物への影響を回避・低減するために検
討された環境保全措置を確実に実施すること。また水文環境と同様
に、実施される環境保全措置については、その施工箇所・範囲等に
ついて未確定な対策があり、個々の対策の効果に不確実性がある
ことから、事後調査の実施後についても、その効果が確認されるま
で環境監視調査を実施するものとし、その結果を公表すること。

答
申

・動植物について、本事業は対象事業実施区域内の谷津を大規模に埋立てするこ
となどで、多くの貴重な動植物が影響を受けることから、専門家の助言を受け、環
境保全措置を確実に履行すること。
・事後調査や環境監視調査の結果等については、広く一般へ周知するとともに、事
業者が推進している周辺への環境対策にも活用すること。

17
2.個別事項
(5)温室効果ガ
ス等

　工事中における建設機械の稼働や資材等運搬車両の運行、また
供用時においては航空機の運航や新たな空港施設の供用などによ
り、温室効果ガスの排出量は増加すると予想されていることから、準
備書に記載する環境保全措置を確実に実施することにより、事業に
よる影響を最小限にとどめること。

答
申

・本事業は、滑走路新設等の整備に当たり大規模な埋立工事を行うこと、また、年
間発着回数５０万回を有する空港になることなどから、環境へ与える影響は重大で
ある。ついては、環境への影響を低減するために、環境保全措置を確実に履行す
るとともに、事後調査により、環境の状況を適切に把握すること。

18
1.全般
(1)

　事業の実施にあたっては、本事業が滑走路の新設及び増設事業
を含む成田空港の更なる機能強化事業であることを踏まえ、現在の
周辺環境がどのように変化するのか、事業に係る環境への影響を
積極的に公表し、住民の疑問や意見に対し誠実に対応すること。

答
申

・事後調査や環境監視調査の結果等については、広く一般へ周知するとともに、事
業者が推進している周辺への環境対策にも活用すること。

19
1.全般
(2)

　工事期間中における法令等を遵守し、環境影響評価準備書に記
載された環境保全措置や事後調査を確実に実施し、事業の実施に
伴う環境への影響をできる限り回避、低減すること。

20
2.個別事項
(1)大気質・
騒音・振動

　建設機械の稼働、資材及び機械の運搬に用いる車両の運行、航
空機の運航、飛行場施設の供用及び車両のアクセス道路の走行に
よる窒素酸化物、浮遊粒子状物質、また、建設機械の稼働、資材及
び機械の運搬に用いる車両の運行、航空機の運航、飛行場施設の
供用及び車両のアクセス道路の走行による騒音及び振動について
は、準備書に記載する環境保全措置を確実に実施し、事業による影
響を最小限に留めること。

芝山町

・本事業は、滑走路新設等の整備に当たり大規模な埋立工事を行うこと、また、年
間発着回数５０万回を有する空港になることなどから、環境へ与える影響は重大で
ある。ついては、環境への影響を低減するために、環境保全措置を確実に履行す
るとともに、事後調査により、環境の状況を適切に把握すること。

答
申

多古町
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21
2.個別事項
(2)水質

　工事中の降雨時における周辺河川への濁りの影響を低減するた
め、仮設沈砂池の設置や排水路の保護による土砂流入防止対策を
実施すること。
　また、沈砂池の土砂については定期的に除去し、沈降効果を維持
することに努め、河川への放流水の浮遊物質量の低減を図るなど、
環境保全措置を確実に実施すること。

22
2.個別事項
(3)水文環境

　工事前、工事中及び工事後の地下水位等の状況の把握に努める
こと。

23
2.個別事項
(4)動植物

　事業実施区域及びその周辺に広がる谷津環境で確認された動植
物には、絶滅危惧種等に指定されている重要な種も多く含まれてい
ることから、事業による動植物への影響を回避・低減するために検
討された環境保全措置を確実に実施すること。また事後調査の実施
後について、その効果が確認されるまで環境監視調査を実施し、そ
の結果を公表すること。

答
申

・動植物について、本事業は対象事業実施区域内の谷津を大規模に埋立てするこ
となどで、多くの貴重な動植物が影響を受けることから、専門家の助言を受け、環
境保全措置を確実に履行すること。
・事後調査や環境監視調査の結果等については、広く一般へ周知するとともに、事
業者が推進している周辺への環境対策にも活用すること。

24 1.大気質

　大気質の予測結果について、空港供用時の航空機の運航・飛行
場の供用に係る施設の二酸化窒素、浮遊粒子状物質は千葉県目標
値、環境基準を下回るとのことであるが、大気汚染からの健康影響
を懸念する声が住民から多く寄せられている。加えて農業用ビニー
ルハウスの汚れと航空機による排気ガスとの関係を危惧する意見も
あるため、環境保全措置について充分に留意し、特に低排出型（低
燃費型）機材の運航促進を積極的に図られたい。

－

・ビニールハウスの汚れと航空機による排気ガスとの関係については、その因果関
係が不明であることから、答申に含めない。

25 2.騒音

　空港供用時の航空機の運航に係る騒音について、Ａ滑走路側につ
いては、騒音レベルが減少するとのことであるが、運用時間が拡大
し住民の生活環境に影響が及ぶことから、健康影響調査を含む生
活環境への影響調査の実施をお願いするとともに、低騒音型航空
機の導入についても積極的に推進されたい。

－

・健康影響については、環境影響評価の対象外であることから、答申に含めない。

26 2.騒音

　横芝光町は、供用時（５０万回時）には、町内の広範囲がＬden
57dB以上の騒音の影響を受けることから、環境保全措置で示されて
いる発生源対策及び空港周辺対策には特に充実を図られたい。

答
申

・航空機騒音について、空港周辺地域では現状でも環境基準を達成していない地
点があり、また、滑走路の延長・新設及び航空機の発着回数の増加に伴い、環境
基準を超える騒音の影響を受ける範囲が拡大することから、環境基準の達成に向
けて、低騒音型航空機の導入促進等、騒音の低減対策を常に最大限行うこと。

27 3.水文環境

　水文環境について、沖積層へ雨水浸透の励行を図ることにより、
地下水位、河川流量・水収支、湧水量への影響は、殆どないとの予
測であるが、急激な豪雨や台風などにより短時間で増大した浸透が
追い付かない雨水は、結果的に高谷川及び多古橋川を通じ栗山川
に放流となるため、河川流量が増大することに非常に懸念している。
　河川氾濫に対する懸念が払拭できるよう、関係機関と相談の上、
充分な措置を検討されたい。

答
申

・水文環境について、大雨時には地下水位が上昇し、計画地盤面を超える可能性
があることから、通常の降雨だけではなく大雨時の地下水位についても予測及び
評価を行うこと。また、必要に応じて環境保全措置を実施すること。

横芝光町

芝山町

・本事業は、滑走路新設等の整備に当たり大規模な埋立工事を行うこと、また、年
間発着回数５０万回を有する空港になることなどから、環境へ与える影響は重大で
ある。ついては、環境への影響を低減するために、環境保全措置を確実に履行す
るとともに、事後調査により、環境の状況を適切に把握すること。

答
申




















